
＜議案＞

Ａ 予算案件（２１件） 

  １ 一般会計 

   （１）平成２９年度富山市一般会計予算 

     ア 歳入歳出予算  イ 継続費  ウ 債務負担行為  エ 地方債 

  ２ 特別会計 

   （１）平成２９年度富山市公債管理特別会計予算 

     ア 歳入歳出予算  イ 地方債 

   （２）平成２９年度富山市駐車場事業特別会計予算 

     ア 歳入歳出予算

   （３）平成２９年度富山市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 

     ア 歳入歳出予算  イ 地方債 

   （４）平成２９年度富山市後期高齢者医療事業特別会計予算 

     ア 歳入歳出予算

   （５）平成２９年度富山市まちなか診療所事業特別会計予算 

     ア 歳入歳出予算

   （６）平成２９年度富山市介護保険事業特別会計予算 

     ア 歳入歳出予算

   （７）平成２９年度富山市国民健康保険事業特別会計予算 

     ア 歳入歳出予算
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   （８）平成２９年度富山市企業団地造成事業特別会計予算 

     ア 歳入歳出予算  イ 地方債 

   （９）平成２９年度富山市白樺ハイツ事業特別会計予算 

     ア 歳入歳出予算

   （10）平成２９年度富山市牛岳温泉健康センター事業特別会計予算 

     ア 歳入歳出予算

   （11）平成２９年度富山市牛岳温泉スキー場事業特別会計予算 

     ア 歳入歳出予算

   （12）平成２９年度富山市競輪事業特別会計予算 

     ア 歳入歳出予算

   （13）平成２９年度富山市農業集落排水事業特別会計予算 

     ア 歳入歳出予算

   （14）平成２９年度富山市公設地方卸売市場事業特別会計予算 

     ア 歳入歳出予算  イ 地方債 

   （15）平成２９年度富山市軌道整備事業特別会計予算 

     ア 歳入歳出予算

   （16）平成２９年度富山市賃貸住宅・店舗事業特別会計予算 

     ア 歳入歳出予算

  ３ 企業会計 

   （１）平成２９年度富山市水道事業会計予算 

     ア 収益的収入及び支出  イ 資本的収入及び支出 

ウ 企業債 

   （２）平成２９年度富山市工業用水道事業会計予算 

     ア 収益的収入及び支出  イ 資本的収入及び支出 
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   （３）平成２９年度富山市公共下水道事業会計予算 

     ア 収益的収入及び支出  イ 資本的収入及び支出 

     ウ 継続費        エ 企業債 

   （４）平成２９年度富山市病院事業会計予算 

     ア 収益的収入及び支出  イ 資本的収入及び支出   

ウ 企業債 

Ｂ 条例案件（２６件） 

１ 富山市事務分掌条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）部の新設 

  ア 名称 こども家庭部 

  イ 分掌事務 

  （ア）こどもの育成及び子育て支援に関する事項 

  （イ）少子化対策に関する事項 

  （ウ）児童福祉に関する事項 

  （エ）母子保健に関する事項 

（２）施行期日 平成２９年４月１日 

２ 富山市附属機関設置条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）市長の附属機関の追加 

名  称 委員定数 任 期 

富山市外郭団体のあり方検討委員会 １０人以内 ２年 

富山市ＰＰＰ事業手法検討委員会 ６人以内 ２年 

富山市空家等対策推進協議会   １０人以内 ２年 

（２）施行期日 平成２９年４月１日 

３ 富山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定の

件 

（１）育児を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の規定に係る子の範

囲の改正 

      子の範囲に、民法に基づく特別養子縁組を成立させるために必要な監
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護期間中の子及び将来的に養子縁組を結ぶことを前提とした養子縁組里

親に委託されている子等を加える。 

（２）その他規定の整備 

（３）施行期日 平成２９年４月１日 

４ 富山市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）育児休業及び育児短時間勤務の対象となる子の範囲の改正 

      地方公務員の育児休業等に関する法律第２条第１項の条例で定める者

として、児童相談所が措置として養育里親である職員に委託された児童

を規定する。 

   （２）同一の子について、再度育児休業及び育児短時間勤務をすることがで

きる特別な事情を追加 

地方公務員の育児休業等に関する法律第２条第１項ただし書の条例で

定める特別な事情に、養子縁組が成立せず家事審判事件が終了した場合

及び児童相談所の措置が解除された場合を追加する。 

（３）施行期日 平成２９年４月１日 

５ 富山市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例制定の件 

   （１）再度の延長ができる特別の理由の追加 

      「法第２６条の６第３項の条例で定める特別の事情は、配偶者同行休

業の期間の延長後の期間が満了する日における当該配偶者同行休業に係

る配偶者の第３条第１号の外国での勤務が同日後も引き続くこととなり、

及びその引き続くことが当該延長の申請時には確定していなかったこと

その他任命権者がこれに準ずると認める事情とする。」 

（２）施行期日 平成２９年４月１日 

６ 富山市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例

制定の件 

（１）任命権者から市長へ報告する事項の改正 

      「勤務成績の評定の状況」を削除し、「職員の人事評価の状況」及び

「職員の退職管理の状況」を追加する。 
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（２）施行期日 平成２９年４月１日 

７ 富山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件 

   （１）等級別基準職務表の改正 

      医療職給料表２級の基準職務の改正 

      「主査の職務」 → 「主査及び医長の職務」 

（２）特殊勤務手当の改正 

     ア 深夜・早朝勤務手当の改正 

       対象となる業務から、助産師、看護師又は准看護師の業務を除く。 

     イ 医療・保健業務手当の改正 

     （ア）医師又は歯科医師が医療業務に従事したとき（新設） 

        医長     月額５５，０００円 

        その他の医師 月額５０，０００円 

     （イ）医師又は歯科医師（臨床研修指導医に限る。）が臨床研修医の指

導業務に従事したとき（新設） 日額 １，０００円 

     （ウ）血液若しくは体液の採取又は尿若しくは便の処理を行ったとき 

       （改正） 

        支給対象である看護師、准看護師又は保健師に、助産師を追加 

     （エ）助産師、看護師又は准看護師が正規の勤務時間による勤務の一部

又は全部を深夜において行う看護業務に従事したとき（新設） 

        ７時間の勤務        １回 ６，８００円 

        ４時間以上７時間未満の勤務 １回 ３，３００円 

        ２時間以上４時間未満の勤務 １回 ２，９００円 

        ２時間未満の勤務      １回 ２，０００円 

     ウ 夜間診療等業務手当の新設 

       医師又は歯科医師が正規の勤務時間外に救急診療等の業務に従事す

るため自宅における待機を命ぜられたとき １回８００円 

（３）施行期日 平成２９年４月１日 
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８ 富山市市税条例等の一部を改正する条例制定の件 

（１）法人市民税に係る法人税割の税率の改正 

      「１００分の１２．１」 → 「１００分の８．４」 

    ※ 附則において、平成３１年１０月１日以後に開始する（連結）事業年

度分の法人市民税について適用する。 

（２）個人市民税に係る住宅借入金等特別税額控除の対象となる居住年及び

適用年度の改正 

     ア 居住年の延長 「平成３１年」 → 「平成３３年」 

     イ 適用年度の延長 「平成４１年度」 → 「平成４３年度」 

（３）軽自動車税に係る改正 

     ア 環境性能割の創設 

     （ア）納税義務者 

        軽自動車税は、３輪以上の軽自動車に対し、当該３輪以上の軽自

動車の取得者に環境性能割によって、軽自動車等に対し、当該軽自

動車等の所有者に種別割によって課することとする。 

     （イ）課税標準 

        課税標準は、３輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額

として施行規則第１５条の１０に定めるところにより算定した金額

とすることとする。 

     （ウ）税率（乗用） 

               対象車 

区分 

自家用 営業用 

電気自動車等 非課税 非課税 

平成３２年度燃費基準＋１０％達成車 非課税 非課税 

平成３２年度燃費基準達成車 １．０％ ０．５％ 

平成２７年度燃費基準＋１０％達成車 ２．０％ １．０％ 

上記以外の車 ３．０％ ２．０％ 

      ※営業用の税率は、附則において、当分の間、適用する。 

     （エ）徴収の方法 申告納付の方法による。 
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     （オ）不申告等に関する過料 

        申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又

は報告をしなかった場合には、その者に対し、１０万円以下の過料

を科することとする。 

     （カ）賦課徴収の特例 

        当分の間、県が行うものとする。 

     イ 環境負荷の小さい軽自動車に対する税率軽減特例の延長 

     （ア）期間 

        「平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで」 

↓

        「平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで」 

     （イ）対象年度 

        「平成２８年度」 → 「平成２９年度」 

   （４）その他規定の整備 

   （５）施行期日 平成３１年１０月１日。ただし、（２）は公布の日、 

（３）イは、平成２９年４月１日 

９ 富山市職員の退職管理に関する条例の一部を改正する条例制定の件 

   （１）管理又は監督の地位にある職員の職に就いていた者が、離職後２年間、

営利企業等の地位に就いた場合に届け出なければならない対象者に、県

費負担教職員を追加し、届出先を富山市教育委員会とする。 

（２）施行期日 平成２９年４月１日 

10 富山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定め

る条例の一部を改正する条例制定の件 

   （１）利用者負担額の改正 

      第３階層（※） 「月額１１，４００円」→「月額９，４００円」 

    ※ 市町村民税の所得割課税世帯で、その所得割の額が７７，１０１円未

満の世帯 
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（２）施行期日 平成２９年４月１日 

11 富山市幼稚園保育料等徴収条例及び富山市立認定こども園条例の一部を改

正する条例制定の件 

（１）保育料の納期 「その月の５日まで」 → 「当月分を翌月の５日ま

で」 

（２）施行期日 平成２９年４月１日 

12 富山市公民館条例の一部を改正する条例制定の件 

   （１）分館の廃止 

     ア 富山市立上滝公民館岡田分館 

     イ 富山市立福沢公民館瀬戸分館 

（２）施行期日 平成２９年４月１日 

  13 富山市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例の一部を改正する条例制定の件 

   （１）指定就労継続支援Ａ型事業者の運営に関する基準の改正 

     ア 指定就労継続支援Ａ型事業所ごとに、事業の運営についての規則で

定める重要事項に関する運営規程を定めなければならないこととする。 

     イ 利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努めるとともに、その

希望を踏まえた就労の機会の提供を行うこととする。 

     ウ 生産活動に係る事業収入から必要経費を控除した額が賃金の総額以

上となるようにしなければならないこととし、利用者に支払う賃金及

び工賃の額について、原則、自立支援給付から充当してはならないこ

ととする。 

   （２）施行期日 平成２９年４月１日 

  14 富山市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例制定の件 

   （１）就労継続支援Ａ型事業者の運営に関する基準の改正 

     ア 就労継続支援Ａ型事業所ごとに、事業の運営についての規則で定め
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る重要事項に関する運営規程を定めなければならないこととする。 

     イ 利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努めるとともに、その

希望を踏まえた就労の機会の提供を行うこととする。 

     ウ 生産活動に係る事業収入から必要経費を控除した額が賃金の総額以

上となるようにしなければならないこととする。 

   （２）施行期日 平成２９年４月１日

15 富山市保育所条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）福島保育所の移転 

      「八尾町福島８０番地」 → 「八尾町福島９６１番地」 

（２）施行期日 規則で定める日 

16 富山市こども医療費助成条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）所得制限の廃止 

（２）小・中学生の通院に係る医療給付の自己負担（診療月ごとに１，００

０円）の廃止 

（３）小・中学生に係る助成金の交付方法を償還払いから現物給付に改正 

（４）施行期日 平成２９年１０月１日 

17 富山市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）引用法令の改正 

（２）施行期日 平成２９年４月１日 

18 富山市細入総合福祉センター条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）デイサービスセンターの利用者の改正 

      「介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７条第１１項に規定する

通所介護に関する給付を受けることができる者」 

↓
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      「介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第８

条第７項に規定する通所介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居

宅介護サービス費又は法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第

１号通所事業に係る第１号事業支給費の支給を受けることができる者」 

（２）デイサービスセンターの利用料の改正 

      「介護保険法の規定に基づき通所介護に関する給付を受けた者が負担

すべき額」 

↓

      「法第４１条第４項第１号に規定する厚生労働大臣が定める基準によ

り算定した額又は介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）

第１４０条の６３の２第１項第１号イに規定する厚生労働大臣が定める

基準の例により算定した額」 

（３）施行期日 平成２９年４月１日 

19 富山市地区福祉センター条例の一部を改正する条例制定の件 

   （１）朝日地区福祉センターの廃止 

（２）施行期日 平成２９年４月１日 

20 富山市スポーツ施設条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）地域プールの廃止 

     ア 富山市和合プール 

     イ 富山市三郷プール 

（２）ストリートスポーツパークに係る附属設備の使用料の追加 

（３）施行期日 平成２９年４月１日 

21 富山市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）ＰＥＴがんドック使用料の改正 

     ア 通常（１泊２日） 

       「１１１，０００円」 → 「１１４，０００円」 

     イ アに乳房検査及び子宮検査を加えたもの 
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       「１２３，０００円」 → 「１２６，０００円」 

（２）人間ドック使用料の改正 

     ア １泊２日 

       「６３，０００円」 → 「６６，０００円」 

     イ アに乳房検査及び子宮検査を加えたもの 

       「６９，５００円」 → 「７２，５００円」 

（３）検査項目の新設 

区 分 金額（円） 

サインポスト遺伝子検査料 ３８，０００

   （４）施行期日 平成２９年４月１日 

22 富山市古洞の森自然活用村条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）施設の利用料金の改正 

     ア ふれあいセンター 

       附属設備の規定を削除する。 

     イ ケビン 

       超過料金の規定を追加する。 

       「宿泊者は、施設の運営上支障がないと認めるときは、宿泊する場

合における供用時間を超えて引き続いて使用することができる。この

場合における超過料金の額は、別に定める。」 

     ウ バーベキューガーデン 

       バーベキューセット 

単 位 金額（円） 

１式１回 ２，０００

↓

単 位 金額（円） 超過時間１時間につき（円） 

３時間につき ２，０００ ７００

     エ 健康拠点施設 

       健康養生室の利用料金を追加する。 
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種 別 使用時間区分による金額（円） 超過時間１時間に 

 １０時～１５時 １６時～２１時 つき（円） 

健康養生室 ４，０００ ４，０００ １，０００ 

（２）施行期日 平成２９年４月１日 

23 富山市集落センター条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）富山市瀬戸集落センターの廃止 

（２）施行期日 平成２９年４月１日 

24 富山市林道条例の一部を改正する条例制定の件 

   （１）大沢野町長水須線の区間の改正 

      「富山市町長字百刈割から富山市水須字上道掛割」 

↓

      「富山市町長字百刈割から富山市水須字下道掛割」 

（２）施行期日 平成２９年４月１日 

  25 富山市手数料条例の一部を改正する条例制定の件 

   （１）建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の全面施行に伴う手

数料の新設 

     ア 建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する事務 

     （ア）工場等の用途に供する建築物 

       ａ モデル建物法によるもの 

建築物の床面積の合計 金額（円） 

３００平方メートル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

３７，０００

２，０００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

９５，０００

５，０００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のもの 

１４０，０００

１０，０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のもの 

１８０，０００

２５，０００平方メートル以上のもの ２２０，０００

12



       ｂ 標準入力法又は主要室入力法によるもの 

建築物の床面積の合計 金額（円） 

３００平方メートル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

４３，０００

２，０００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

１００，０００

５，０００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のもの 

１５０，０００

１０，０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のもの 

１９０，０００

２５，０００平方メートル以上のもの ２３０，０００

     （イ）工場等以外の用途に供する建築物 

       ａ モデル建物法によるもの 

建築物の床面積の合計 金額（円） 

３００平方メートル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

１５０，０００

２，０００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

２４０，０００

５，０００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のもの 

３１０，０００

１０，０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のもの 

３７０，０００

２５，０００平方メートル以上のもの ４３０，０００

       ｂ 標準入力法又は主要室入力法によるもの 

建築物の床面積の合計 金額（円） 

３００平方メートル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

３７０，０００

２，０００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

５２０，０００

５，０００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のもの 

６４０，０００
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１０，０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のもの 

７６０，０００

２５，０００平方メートル以上のもの ８７０，０００

     イ 建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー

消費性能適合性判定に関する事務 

     （ア）工場等の用途に供する建築物 

       ａ モデル建物法によるもの 

建築物の床面積の合計 金額（円） 

３００平方メートル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

３２，０００

２，０００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

８７，０００

５，０００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のもの 

１３０，０００

１０，０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のもの 

１７０，０００

２５，０００平方メートル以上のもの ２１０，０００

       ｂ 標準入力法又は主要室入力法によるもの 

建築物の床面積の合計 金額（円） 

３００平方メートル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

３５，０００

２，０００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

９１，０００

５，０００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のもの 

１４０，０００

１０，０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のもの 

１７０，０００

２５，０００平方メートル以上のもの ２１０，０００

     （イ）工場等以外の用途に供する建築物 

       ａ モデル建物法によるもの 
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建築物の床面積の合計 金額（円） 

３００平方メートル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

８６，０００

２，０００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

１６０，０００

５，０００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のもの 

２２０，０００

１０，０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のもの 

２６０，０００

２５，０００平方メートル以上のもの ３２０，０００

       ｂ 標準入力法又は主要室入力法によるもの 

建築物の床面積の合計 金額（円） 

３００平方メートル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

２００，０００

２，０００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

３００，０００

５，０００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のもの 

３９０，０００

１０，０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のもの 

４６０，０００

２５，０００平方メートル以上のもの ５３０，０００

     ウ 建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微変更該当証明書の交付に

関する事務 

     （ア）工場等の用途に供する建築物 

       ａ モデル建物法によるもの 

         （１）イ（ア）ａに掲げる額 

       ｂ 標準入力法又は主要室入力法によるもの 

         （１）イ（ア）ｂに掲げる額 

     （イ）工場等以外の用途に供する建築物 

       ａ モデル建物法によるもの 
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         （１）イ（イ）ａに掲げる額 

       ｂ 標準入力法又は主要室入力法によるもの 

         （１）イ（イ）ｂに掲げる額 

   （２）低炭素建築物新築等計画の認定に関する事務の手数料に係る改正 

     ア 名称の変更 

       「エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和５４年法律第４ 

９号）第７６条第１項に規定する登録建築物調査機関」 

↓

       「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法

律第５３号）第１５条第１項に規定する登録建築物エネルギー消費性

能判定機関」 

     イ 手数料の改正 

       都市の低炭素化の促進に関する法律第５４条第２項の規定に基づく

申出がない場合で、非住宅の認定のとき 

     （ア）評価機関の事前審査を経ていないとき 

非住宅部分の床面積の合計 金額（円）  

→ 

金額（円） 

モデル建物法 標準入力法又

は主要室入力

法 

３００平方メートル以内の

もの 

242,000 187,000 230,000

３００平方メートルを超え

２，０００平方メートル以

内のもの 

386,000 150,000 370,000

２，０００平方メートルを

超え５，０００平方メート

ル以内のもの 

549,000 240,000 520,000

５，０００平方メートルを

超え１０，０００平方メー

トル以内のもの 

674,000  310,000 640,000

１０，０００平方メートル 794,000  370,000 760,000
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を超え２５，０００平方メ

ートル以内のもの 

２５，０００平方メートル

を超えるもの 

906,000  430,000 870,000

     （イ）評価機関の事前審査を経ているとき 

非住宅部分の床面積の合計 金額（円）  

→ 

金額（円） 

３００平方メートル以内のもの ９，０００ ９，３００

２，０００平方メートルを超え

５，０００平方メートル以内の

もの 

８１，０００ ８０，０００

５，０００平方メートルを超え

１０，０００平方メートル以内

のもの 

１２８，０００ １３０，０００

１０，０００平方メートルを超

え２５，０００平方メートル以

内のもの 

１６２，０００ １６０，０００

２５，０００平方メートルを超

えるもの 

２０３，０００ ２００，０００

   （３）低炭素建築物新築等計画の変更の認定に関する事務の手数料の改正 

      都市の低炭素化の促進に関する法律第５５条第２項において準用する

同法第５４条第２項の規定に基づく申出がない場合で、非住宅の認定の

とき 

     ア 評価機関の事前審査を経ていないとき 

非住宅部分の床面積の合計 金額（円）  金額（円） 

モデル建物法 標準入力法又

は主要室入力

法 

３００平方メートル以内の

もの 

125,000 148,000 120,000

３００平方メートルを超え

２，０００平方メートル以 

206,000 186,000 200,000
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内のもの 

→ ２，０００平方メートルを

超え５，０００平方メート

ル以内のもの 

314,000 160,000 300,000

５，０００平方メートルを

超え１０，０００平方メー

トル以内のもの 

400,000 220,000 390,000

１０，０００平方メートル

を超え２５，０００平方メ

ートル以内のもの 

477,000 260,000 460,000

２５，０００平方メートル

を超えるもの 

553,000 320,000 530,000

     イ 評価機関の事前審査を経ているとき 

非住宅部分の床面積の合計 金額（円）  

→ 

金額（円） 

３００平方メートル以内のもの ９，０００ ９，３００

２，０００平方メートルを超え

５，０００平方メートル以内の

もの 

８１，０００ ８０，０００

５，０００平方メートルを超え

１０，０００平方メートル以内

のもの 

１２８，０００ １３０，０００

１０，０００平方メートルを超

え２５，０００平方メートル以

内のもの 

１６２，０００ １６０，０００

２５，０００平方メートルを超

えるもの 

２０３，０００ ２００，０００

   （４）建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に関する事務の手数料に係

る改正 

     ア 名称の変更 

       「登録建築物調査機関」 

↓

       「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」 
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     イ 手数料の改正 

       建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第３０条第２項の

規定に基づく申出がない場合 

     （ア）一戸建ての住宅の認定 

       ａ 設計住宅性能評価書又は建築物エネルギー消費性能向上計画に

係る技術的審査適合証がないとき 

         住宅部分の床面積の合計が２００平方メートル以上のもの 

         「３９，０００円」 → 「３８，０００円」 

       ｂ 設計住宅性能評価書又は建築物エネルギー消費性能向上計画に

係る技術的審査適合証があるとき 

         「５，０００円」 → 「４，７００円」 

     （イ）共同住宅の住棟全体の認定又は住戸部分の認定を含む住棟全体の

認定 

       ａ 設計住宅性能評価書又は建築物エネルギー消費性能向上計画に

係る技術的審査適合証がないとき 

住棟部分の床面積の合計 金額（円）  

→ 

金額（円） 

３００平方メートル未満の

もの 

７０，０００ ６９，０００

３００平方メートル以上２

，０００平方メートル未満

のもの 

１１７，０００ １１０，０００

２，０００平方メートル以

上５，０００平方メートル

未満のもの 

１９９，０００ ２００，０００

５，０００平方メートル以

上のもの 

２８５，０００ ２８０，０００

       ｂ 設計住宅性能評価書又は建築物エネルギー消費性能向上計画に

係る技術的審査適合証があるとき 

住棟部分の床面積の合計 金額（円）  金額（円） 

３００平方メートル未満の

もの 

１０，０００ ９，３００
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→ ２，０００平方メートル以

上５，０００平方メートル

未満のもの 

４６，０００ ４５，０００

５，０００平方メートル以

上のもの 

８２，０００ ８０，０００

     （ウ）非住宅の認定 

       ａ 建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査適合証が

ないとき 

       （ａ）モデル建物法によるもの 

非住宅部分の床面積の合計 金額（円）  

→ 

金額（円） 

３００平方メートル以上２

，０００平方メートル未満

のもの 

１４８，０００ １５０，０００

２，０００平方メートル以

上５，０００平方メートル

未満のもの 

２３９，０００ ２４０，０００

５，０００平方メートル以

上１０，０００平方メート

ル未満のもの 

３１３，０００ ３１０，０００

１０，０００平方メートル

以上２５，０００平方メー

トル未満のもの 

３７６，０００ ３７０，０００

２５，０００平方メートル

以上のもの 

４４１，０００ ４３０，０００

       （ｂ）標準入力法又は主要室入力法によるもの 

非住宅部分の床面積の合計 金額（円）  金額（円） 

３００平方メートル以上２

，０００平方メートル未満

のもの 

３７３，０００ ３７０，０００

２，０００平方メートル以

上５，０００平方メートル 

５３２，０００ ５２０，０００
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未満のもの 

→ ５，０００平方メートル以

上１０，０００平方メート

ル未満のもの 

６５６，０００ ６４０，０００

１０，０００平方メートル

以上２５，０００平方メー

トル未満のもの 

７７５，０００ ７６０，０００

２５，０００平方メートル

以上のもの 

８８４，０００ ８７０，０００

       ｂ 建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査適合証が

あるとき 

非住宅部分の床面積の合計 金額（円）  

→ 

金額（円） 

３００平方メートル未満の

もの 

１０，０００ ９，３００

２，０００平方メートル以

上５，０００平方メートル

未満のもの 

８２，０００ ８０，０００

１０，０００平方メートル

以上２５，０００平方メー

トル未満のもの 

１６４，０００ １６０，０００

２５，０００平方メートル

以上のもの 

２０５，０００ ２００，０００

   （５）建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定に関する事務の手数

料の改正 

      建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第３１条第２項にお

いて準用する同法第３０条第２項の規定に基づく申出がない場合 

     ア 一戸建ての住宅の認定 

     （ア）設計住宅性能評価書又は建築物エネルギー消費性能向上計画に係

る技術的審査適合証がないとき 

       ａ 住宅部分の床面積の合計が２００平方メートル未満のもの 

         「２０，０００円」 → 「１９，０００円」 

       ｂ 住宅部分の床面積の合計が２００平方メートル以上のもの 
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         「２２，０００円」 → 「２１，０００円」 

     （イ）設計住宅性能評価書又は建築物エネルギー消費性能向上計画に係

る技術的審査適合証があるとき 

        「５，０００円」 → 「４，７００円」 

     イ 共同住宅の住棟全体の認定又は住戸部分の認定を含む住棟全体の認

定 

     （ア）設計住宅性能評価書又は建築物エネルギー消費性能向上計画に係

る技術的審査適合証がないとき 

住棟部分の床面積の合計 金額（円）  

→ 

金額（円） 

３００平方メートル以上２

，０００平方メートル未満

のもの 

６８，０００ ６７，０００

２，０００平方メートル以

上５，０００平方メートル

未満のもの 

１２１，０００ １２０，０００

５，０００平方メートル以

上のもの 

１８２，０００ １８０，０００

     （イ）設計住宅性能評価書又は建築物エネルギー消費性能向上計画に係

る技術的審査適合証があるとき 

        （４）イ（イ）ｂに掲げる額に改正する。 

     ウ 非住宅の認定 

     （ア）建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査適合証がな 

いとき 

       ａ モデル建物法によるもの 

非住宅部分の床面積の合計 金額（円）  

→ 

金額（円） 

３００平方メートル未満の

もの 

４９，０００ ４８，０００

３００平方メートル以上２ 

，０００平方メートル未満

のもの 

８７，０００ ８６，０００
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２，０００平方メートル以

上５，０００平方メートル

未満のもの 

１５９，０００ １６０，０００

１０，０００平方メートル

以上２５，０００平方メー

トル未満のもの 

２６８，０００ ２６０，０００

       ｂ 標準入力法又は主要室入力法によるもの 

非住宅部分の床面積の合計 金額（円）  

→ 

金額（円） 

２，０００平方メートル以

上５，０００平方メートル

未満のもの 

３０６，０００ ３００，０００

５，０００平方メートル以

上１０，０００平方メート

ル未満のもの 

３９１，０００ ３９０，０００

１０，０００平方メートル

以上２５，０００平方メー

トル未満のもの 

４６８，０００ ４６０，０００

２５，０００平方メートル

以上のもの 

５４２，０００ ５３０，０００

     （イ）建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査適合証があ

るとき 

        （４）イ（ウ）ｂに掲げる額に改正する。 

   （６）建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定に関する事務

の手数料に係る改正 

     ア 名称の変更 

       「登録建築物調査機関」 

↓

       「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」 

     イ 手数料の改正 

     （ア）一戸建ての住宅の認定 
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       ａ 建設住宅性能評価書、建築物のエネルギー消費性能基準に係る

技術的審査適合証、建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知

書又は低炭素建築物新築等計画認定通知書がないとき 

       （ａ）性能基準によるもの 

          住宅部分の床面積の合計が２００平方メートル以上のもの 

          「３９，０００円」 → 「３８，０００円」 

       （ｂ)仕様基準によるもの 

          住宅部分の床面積の合計が２００平方メートル未満のもの 

          「１８，０００円」 → 「１７，０００円」 

       ｂ 建設住宅性能評価書、建築物のエネルギー消費性能基準に係る

技術的審査適合証、建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知

書又は低炭素建築物新築等計画認定通知書があるとき 

         「５，０００円」 → 「４，７００円」 

     （イ）共同住宅の住棟全体の認定又は住戸部分の認定を含む住棟全体の

認定 

       ａ 建設住宅性能評価書、建築物のエネルギー消費性能基準に係る

技術的審査適合証、建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知

書又は低炭素建築物新築等計画認定通知書がないとき 

       （ａ）性能基準によるもの 

住棟部分の床面積の合計 金額（円）  

→ 

金額（円） 

３００平方メートル未満の

もの 

７０，０００ ６９，０００

３００平方メートル以上２

，０００平方メートル未満

のもの 

１１７，０００ １１０，０００

２，０００平方メートル以

上５，０００平方メートル

未満のもの 

１９９，０００ ２００，０００

５，０００平方メートル以

上のもの 

２８５，０００ ２８０，０００
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       （ｂ）仕様基準によるもの 

住棟部分の床面積の合計 金額（円）  

→ 

金額（円） 

３００平方メートル以上２

，０００平方メートル未満

のもの 

５８，０００ ５７，０００

２，０００平方メートル以

上５，０００平方メートル

未満のもの 

１０４，０００ １００，０００

５，０００平方メートル以

上のもの 

１５８，０００ １６０，０００

       ｂ 建設住宅性能評価書、建築物のエネルギー消費性能基準に係る

技術的審査適合証、建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知

書又は低炭素建築物新築等計画認定通知書があるとき 

         （４）イ（イ）ｂに掲げる額に改正する。 

     （ウ）非住宅の認定 

       ａ 建築物のエネルギー消費性能基準に係る技術的審査適合証、建

築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書又は低炭素建築物新

築等計画認定通知書がないとき 

       （ａ)モデル建物法によるもの 

         （４）イ（ウ）ａ（ａ）に掲げる額に改正する。 

       （ｂ）標準入力法又は主要室入力法によるもの 

         （４）イ（ウ）ａ（ｂ）に掲げる額に改正する。 

       ｂ 建築物のエネルギー消費性能基準に係る技術的審査適合証、建

築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書又は低炭素建築物新

築等計画認定通知書があるとき 

         （４）イ（ウ）ｂに掲げる額に改正する。 

   （７）電動ダムウェーターの確認検査に係る規定の整備 

      建築設備に係る確認に関する事務、建築設備に係る完了検査に関する

事務、昇降機に係る完了検査に関する事務及び建築設備に係る中間検査

に関する事務から、電動ダムウェーターの手数料の規定を削除する（他
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の建築設備と同様の額とする。）。 

   （８）施行期日 平成２９年４月１日 

26 富山市火災予防条例の一部を改正する条例制定の件 

   （１）防火対象物の消防用設備等の状況の公表 

      消防局長は、防火対象物を利用しようとする者の防火安全性の判断に

資するため、当該防火対象物の消防用設備等の状況が、法、令又はこれ

に基づく命令の規定に違反する場合は、その旨を公表することができる

こととする。 

   （２）その他規定の整備 

（３）施行期日 平成３０年４月１日。ただし、（２）は公布の日。 

Ｃ その他の議決案件（４件） 

  １ 辺地に係る総合整備計画策定の件 

  ２ 財産取得の件 

  （１）豊田公民館・地区センター・図書館等 

     ア 取得価格 ５７９，９８１，６００円 

３ 財産の無償貸付の件 

    山田米乾燥調製育苗施設等を山田村農業協同組合へ貸付するもの 

４ 市道路線の認定及び廃止の件 
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＜その他＞ 

Ｄ 追加提出（７件） 

１ 契約案件（１件） 

（１）包括外部監査契約締結の件 

２ 人事案件（６件） 

（１）富山市教育委員会の教育長の任命に関し同意を求める件 

（２）富山市教育委員会の委員の任命に関し同意を求める件 

（３）富山市監査委員の選任に関し同意を求める件 

（４）富山市公平委員会の委員の選任に関し同意を求める件 

（５）富山市固定資産評価審査委員会の委員の選任に関し同意を求める件 

（６）人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求める件 
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（単位：千円、％）

区　　分　　

予算案　Ａ 構成比 予算額　Ｂ 構成比 Ａ－Ｂ Ａ/Ｂ

　一般会計 154,439,079 45.0 155,770,762 45.1 ▲ 1,331,683 99.1

　1 公債管理特別会計 30,673,644 8.9 30,289,744 8.8 383,900 101.3

　2 駐車場事業特別会計 415,792 0.1 428,090 0.1 ▲ 12,298 97.1

　3 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 35,704 0.0 28,791 0.0 6,913 124.0

　4 後期高齢者医療事業特別会計 10,353,291 3.0 9,483,534 2.7 869,757 109.2

　5 まちなか診療所事業特別会計 121,753 0.0 121,753 皆増

　6 介護保険事業特別会計 41,604,979 12.1 40,097,359 11.6 1,507,620 103.8

　7 国民健康保険事業特別会計 43,342,612 12.6 44,516,179 12.9 ▲ 1,173,567 97.4

　8 企業団地造成事業特別会計 2,331,559 0.7 232,127 0.1 2,099,432 1,004.4

　9 白樺ハイツ事業特別会計 67,092 0.0 65,704 0.0 1,388 102.1

 10 牛岳温泉健康センター事業特別会計 69,296 0.0 67,038 0.0 2,258 103.4

 11 牛岳温泉スキー場事業特別会計 189,049 0.1 172,416 0.0 16,633 109.6

 12 競輪事業特別会計 12,651,414 3.7 17,142,915 5.0 ▲ 4,491,501 73.8

 13 農業集落排水事業特別会計 1,352,667 0.4 1,349,526 0.4 3,141 100.2

 14 公設地方卸売市場事業特別会計 227,694 0.1 467,860 0.1 ▲ 240,166 48.7

 15 軌道整備事業特別会計 21,629 0.0 23,217 0.0 ▲ 1,588 93.2

 16 賃貸住宅・店舗事業特別会計 180,787 0.1 180,424 0.1 363 100.2

143,638,962 41.8 144,544,924 41.8 ▲ 905,962 99.4

 17 水道事業会計 9,717,221 2.8 9,589,724 2.8 127,497 101.3

 18 工業用水道事業会計 374,324 0.1 359,089 0.1 15,235 104.2

 19 公共下水道事業会計 22,244,895 6.5 22,150,705 6.4 94,190 100.4

 20 病院事業会計 13,104,112 3.8 13,153,706 3.8 ▲ 49,594 99.6

45,440,552 13.2 45,253,224 13.1 187,328 100.4

343,518,593 100.0 345,568,910 100.0 ▲ 2,050,317 99.4合　　　　計

特
別
会
計

企
業
会
計

　特別会計　小計

　企業会計　小計

財務部手持資料

対前年度比較

平成２９年度　富山市予算案　会計別構成

平成２９年度 平成２８年度

　　会　計　名
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（歳入）

区　　分　　

予算案　Ａ 構成比 予算額　Ｂ 構成比 Ａ－Ｂ Ａ/Ｂ

1 市税 72,826,196 47.2 72,013,465 46.2 812,731 101.1

2 地方譲与税 1,340,000 0.9 1,323,200 0.8 16,800 101.3

3 利子割交付金 52,000 0.0 115,000 0.1 ▲ 63,000 45.2

4 配当割交付金 435,000 0.3 635,000 0.4 ▲ 200,000 68.5

5 株式等譲渡所得割交付金 226,000 0.1 350,000 0.2 ▲ 124,000 64.6

6 地方消費税交付金 7,958,000 5.2 8,977,000 5.8 ▲ 1,019,000 88.6

7 ゴルフ場利用税交付金 71,000 0.0 77,000 0.0 ▲ 6,000 92.2

8 自動車取得税交付金 325,000 0.2 247,000 0.2 78,000 131.6

9 地方特例交付金 230,000 0.1 240,000 0.2 ▲ 10,000 95.8

10 地方交付税 16,600,000 10.7 17,400,000 11.2 ▲ 800,000 95.4

11 交通安全対策特別交付金 80,000 0.1 80,000 0.1 0 100.0

12 分担金及び負担金 199,151 0.1 605,910 0.4 ▲ 406,759 32.9

13 使用料及び手数料 3,412,461 2.2 3,385,207 2.2 27,254 100.8

14 国庫支出金 18,800,327 12.2 19,457,435 12.5 ▲ 657,108 96.6

15 県支出金 10,912,164 7.1 10,510,705 6.7 401,459 103.8

16 財産収入 391,269 0.3 337,129 0.2 54,140 116.1

17 繰入金 2,103,637 1.4 1,733,911 1.1 369,726 121.3

18 諸収入 3,155,374 2.0 3,496,500 2.2 ▲ 341,126 90.2

19 市債 15,321,500 9.9 14,786,300 9.5 535,200 103.6

154,439,079 100.0 155,770,762 100.0 ▲ 1,331,683 99.1

平成２９年度　一般会計予算案　歳入　款別構成

平成29年度

　　　　款

合　　　　計

対前年度比較平成28年度

（単位：千円、％）
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（単位：千円、％）

　　　　　　　　　　　区　分
平成２９年度 平成２８年度

予算案 Ａ 予算額 Ｂ Ａ－Ｂ Ａ/Ｂ

1 市税 72,826,196 72,013,465 812,731 101.1

(1)　市民税 31,510,196 31,863,465 ▲ 353,269 98.9

　　ア　個人 23,675,196 23,469,465 205,731 100.9

　　イ　法人 7,835,000 8,394,000 ▲ 559,000 93.3

(2)　固定資産税 30,056,000 28,961,000 1,095,000 103.8

(3)　軽自動車税 1,014,000 970,000 44,000 104.5

(4)　市たばこ税 2,729,000 2,830,000 ▲ 101,000 96.4

(5)　入湯税 98,000 105,000 ▲ 7,000 93.3

(6)　事業所税 3,492,000 3,437,000 55,000 101.6

(7)　都市計画税 3,927,000 3,847,000 80,000 102.1

2 地方譲与税 1,340,000 1,323,200 16,800 101.3

(1)　地方揮発油譲与税 382,000 358,000 24,000 106.7

(2)　自動車重量譲与税 934,000 943,000 ▲ 9,000 99.0

(3)　特別とん譲与税 2,000 2,200 ▲ 200 90.9

(4)　航空機燃料譲与税 22,000 20,000 2,000 110.0

3 利子割交付金 52,000 115,000 ▲ 63,000 45.2

4 配当割交付金 435,000 635,000 ▲ 200,000 68.5

5 株式等譲渡所得割交付金 226,000 350,000 ▲ 124,000 64.6

6 地方消費税交付金 7,958,000 8,977,000 ▲ 1,019,000 88.6

7 ゴルフ場利用税交付金 71,000 77,000 ▲ 6,000 92.2

8 自動車取得税交付金 325,000 247,000 78,000 131.6

9 地方特例交付金 230,000 240,000 ▲ 10,000 95.8

10 地方交付税 16,600,000 17,400,000 ▲ 800,000 95.4

(1)　普通交付税 14,800,000 15,500,000 ▲ 700,000 95.5

(2)　特別交付税 1,800,000 1,900,000 ▲ 100,000 94.7

11 臨時財政対策債 7,000,000 6,500,000 500,000 107.7

12 競輪事業収入 70,000 160,000 ▲ 90,000 43.8

13 その他 1,010,704 885,497 125,207 114.1

108,143,900 108,923,162 ▲ 779,262 99.3

平成２９年度　市税等の一般財源案

　款　項

合　　計

対前年度比較
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（単位：千円、％）

予算案 Ａ 構成比 予算額 Ｂ 構成比 Ａ－Ｂ Ａ／Ｂ

99.1合　　計 154,439,079 100.0 155,770,762 100.0 ▲1,331,683

97.2

 13 予備費 100,000 0.1 100,000 0.1 0 100.0

 12 公債費 23,232,795 15.0 23,912,658 15.3 ▲679,863

100.1

 11 災害復旧費 20,500 0.0 20,500 0.0 0 100.0

 10 教育費 11,640,918 7.5 11,630,391 7.5 10,527

94.8

　9 消防費 4,822,432 3.1 4,706,193 3.0 116,239 102.5

　8 土木費 22,325,213 14.5 23,540,466 15.1 ▲1,215,253

98.5

　7 商工費 4,371,170 2.8 4,466,987 2.9 ▲95,817 97.9

　6 農林水産業費 4,110,588 2.7 4,172,352 2.7 ▲61,764

98.7

　5 労働費 732,871 0.5 762,597 0.5 ▲29,726 96.1

　4 衛生費 10,001,615 6.5 10,135,425 6.5 ▲133,810

98.2

　3 民生費 55,984,884 36.2 54,907,519 35.2 1,077,365 102.0

　2 総務費 16,322,750 10.6 16,630,099 10.7 ▲307,349

平成２８年度 対前年度比較

　1 議会費 773,343 0.5 785,575 0.5 ▲12,232 98.4

平成２９年度　一般会計予算案　歳出　目的（款）別構成

（歳出）

　　　　　　　区　分

　款

平成２９年度
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（単位：千円、％）

　　　　　　　　　　  区　分あ

予算案　Ａ 構成比 予算額　Ｂ 構成比 Ａ－Ｂ Ａ/Ｂ

1 人件費 24,696,441 16.0 25,697,522 16.5 ▲1,001,081 96.1

2 扶助費 30,465,373 19.7 29,372,650 18.9 1,092,723 103.7

3 公債費 23,232,795 15.0 23,912,658 15.3 ▲679,863 97.2

78,394,609 50.7 78,982,830 50.7 ▲588,221 99.3

4 普通建設事業費 15,042,421 9.7 16,200,416 10.4 ▲1,157,995 92.9

(1) 補助事業費 6,994,249 4.5 8,332,421 5.4 ▲1,338,172 83.9

(2) 単独事業費 6,807,258 4.4 6,767,033 4.3 40,225 100.6

(3) 県営事業負担金 1,240,914 0.8 1,100,962 0.7 139,952 112.7

5 災害復旧事業費 20,500 0.0 20,500 0.0 0 100.0

15,062,921 9.7 16,220,916 10.4 ▲1,157,995 92.9

6 物件費 21,507,558 13.9 21,006,115 13.5 501,443 102.4

7 維持補修費 1,686,831 1.1 1,616,733 1.0 70,098 104.3

8 補助費等 17,950,629 11.7 18,932,103 12.2 ▲981,474 94.8

(1) 負担金寄附金 8,462,879 5.5 9,125,212 5.9 ▲662,333 92.7

(2) 補助交付金 8,490,913 5.5 8,822,659 5.7 ▲331,746 96.2

(3) その他 996,837 0.7 984,232 0.6 12,605 101.3

9 積立金 19,187 0.0 27,168 0.0 ▲7,981 70.6

10 投資及び出資金 1,988,303 1.3 1,927,404 1.2 60,899 103.2

11 貸付金 1,269,153 0.8 1,230,120 0.8 39,033 103.2

12 繰出金 16,459,888 10.7 15,727,373 10.1 732,515 104.7

13 予備費 100,000 0.1 100,000 0.1 0 100.0

154,439,079 100.0 155,770,762 100.0 ▲1,331,683 99.1

投資的経費　小計

　合　　　計

平成２９年度　一般会計予算案　性質別構成

平成２９年度 平成２８年度 対前年度比較

　性　質

義務的経費　小計
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